
民生委員・児童委員は、一定の区域を担当し、支援
が必要な方へ福祉サービスなどの情報提供を行うと
ともに、自らも住民の一員として地域福祉活動に参
加しながら、相談・支援に取り組みます。
石垣市では現在、次の地域において特に民生委員が
不足しています。
　・崎枝・真栄里・新川・登野城・石垣　など
地域の最も身近な相談相手として地域に貢献して頂
ける方！みなさまのご応募をお待ちしております！
詳細や、応募資料等については、お気軽にお問合せ
ください。　　

【問合せ】
市役所福祉総務課
☎0980-87-5515

●悪天候時には、ごみの収集時間が大幅に遅れる場合があります。

●大雨警報や洪水警報などが発令されている時のごみ出しは、大変危険です。

●暴風警報発令時は、ごみの収集は中止となります。

台風等の悪天候時のごみの収集について

煙霧器貸し出しについて

地域の身近な相談相手
「民生委員・児童委員」募集中！

青い羽募金

気象警報が発令されていなくても、悪天候時のごみ出しは危険ですので、可能な
限り、次の収集曜日に出すようにしてください。また、収集運搬車両の安全運行
や収集運搬作業の安全確保のため、平常時より収集時間が大幅に遅れる場合があ
りますので、ご了承ください。

大雨・洪水等の気象警報が発令されている時にごみ出しをすることは、強風による転倒事故やごみの飛
散のほか、豪雨時には、ごみが流され道路の排水溝に詰まることで冠水や浸水被害の恐れがあります。
気象警報発令時には、可能な限り、次の収集曜日にごみを出すようにご協力をお願いします。

蚊、ハエ、ダニなどの駆除を目的とし、公民館、自治会などの団体及び個人に煙霧機（薬剤付）の貸し出し
を行なっております。
期間は原則１日です。貸し出し希望日の 10日前までに申請が必要です。
詳しくはお問合せください。
【問合せ】市役所環境課　☎ 0980-82-1285

「海の日」を中心に 7 月 1 日から 8 月 31 日までの

間は青い羽根募金活動強化期間です。この募金は船

舶の遭難や海洋レジャー事故の際の人命救助及びそ

の訓練、機材の購入等に活用されます。

市民の皆様のご協力を宜しくお願いいたします。

●募金先・お問い合わせ先
　市役所水産課　    ☎ 0980-82-1529
　（社）琉球水難救済会 ☎ 098-868-5940

ーご協力をお願いいたします！ーーーー

募金の振込先

沖縄銀行　高橋支店　普通預金　1526329

《暴風警報発令時のごみの収集体制》
（発令）午前 8 時 29分までに発令：収集は中止です。
　　　 午前 8 時 30分以降に発令：その時点から収集は中止です。
（解除）午前 11時 59分までに解除：その時点から収集を開始します。
　　　 午後 0 時 00分以降に解除：収集は中止です。　
【問合せ】市役所環境課　☎ 0980-82-1285
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